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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品販売店舗における商品棚に配設された電子表示媒体と、
　前記電子表示媒体の表示を遠隔操作する制御装置と、を含み、
　前記制御装置は、
　一の前記電子表示媒体に同一価格情報を有する複数の商品を一括表示させる一括表示制
御部を含み、
　前記同一価格情報を有する複数商品の商品を特定する商品情報と、前記特定された商品
情報に関する前記同一価格情報の１のみの価格情報と、を前記一の電子表示媒体に表示さ
せ、
　前記同一価格情報を有する複数商品の商品を特定する商品情報のうち、共通する情報を
１の情報として表示させ、
　相違する情報を列挙して表示させ、
　前記同一価格情報を有していた複数の商品のうち、少なくとも１の商品の価格情報が異
なる価格情報となった場合に、前記一の電子表示媒体に価格情報が不一致である旨を報知
させる報知手段をさらに含む、
ことを特徴とする電子棚札システム。
【請求項２】
　前記商品販売店舗に納入される商品の商品情報を記録する記録手段をさらに含み、
　前記制御装置は、前記同一価格情報を有していた複数の商品について、改めて前記記録
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手段に記録された商品の商品情報に含まれる価格情報を取得し、前記一括表示制御部によ
り前記一の電子表示媒体に表示させようとする複数の商品の価格情報が不一致となった場
合に、前記一の電子表示媒体に価格情報が不一致である旨を報知させる報知手段をさらに
含むことを特徴とする請求項１に記載の電子棚札システム。
【請求項３】
　前記記録手段は、ＰＯＳレジスターからなることを特徴とする請求項２に記載の電子棚
札システム。
【請求項４】
　前記商品販売店舗内において使用され、前記制御装置と通信可能に設けられた携帯端末
装置をさらに含み、
　前記一括表示制御部は、前記携帯端末装置からの信号に応じて前記一の電子表示媒体に
同一価格情報を有する複数の商品を一括表示させることを特徴とする請求項１から請求項
３のいずれか１項に記載の電子棚札システム。
【請求項５】
　前記携帯端末装置は、バーコード読み取り手段を備え、
　前記制御装置は、前記報知手段により報知される場合において、前記一の電子表示媒体
に商品情報を示すバーコードを表示させることを特徴とする請求項４に記載の電子棚札シ
ステム。
【請求項６】
　前記携帯端末装置は、前記一括表示制御部に対して、同一価格情報を有する商品を追加
させるように制御指示を行うことができることを特徴とする請求項４又は５に記載の電子
棚札システム。
【請求項７】
　前記制御装置は、表示部をさらに備え、
　前記報知手段により報知される場合に、当該電子表示媒体のロケーション情報および棚
位置の少なくとも一方を前記表示部に表示させることができることを特徴とする請求項１
から請求項４のいずれか１項に記載の電子棚札システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顧客に商品を提供する商品販売店舗に配設された電子棚札システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、商品販売店舗において、顧客に対し商品を提供するために電子棚札システム（Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｈｅｌｆ　Ｌａｂｅｌ　Ｓｙｓｔｅｍ／以下、ＥＳＬと呼ぶ。）
が開発され、実施に至っている。この電子棚札システムに関して種々の研究および開発が
行われている。
【０００３】
　特許文献１には、電子棚札と商品との対応付け作業の作業効率を向上させる対応付け方
法について開示されている。特許文献１に記載された対応付け方法においては、商品に係
る情報を表示する電子棚札と商品とを対応付ける方法であって、対応付け対象となる対象
商品が載置されている商品位置の近傍において、対象商品に対応付けるべき対象電子棚札
から電子棚札に固有のハード識別情報、および、対象商品から商品を識別するための商品
識別情報をそれぞれ、可搬性の情報取得装置により取得する工程と、取得されたハード識
別情報と商品識別情報とを対応付けるリンク情報を生成する工程と、を備えることを特徴
とするものである。
【０００４】
　特許文献１記載の対応付け方法によれば、作業員は、対応付け対象となる電子棚札の装
置コードと、対応付け対象となる商品の商品コードとを可搬性の情報取得端末により商品
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の近傍において取得する。取得された装置コードと商品コードはＥＳＬサーバに送信され
、ＥＳＬサーバにおいて、これらを対応付けるリンクファイルの一のレコードが生成され
る。これにより、電子棚札と商品とがデータ的に対応付けられる。さらに、ＥＳＬサーバ
から、対応付けがなされた商品の商品名と商品コードとが電子棚札に送信され、これら商
品名と商品コードとが電子棚札に表示される。作業員は、対応付け対象となる商品の近傍
において作業を行うため、商品を搬送する必要がなくなり、作業効率を向上することがで
きる。
【０００５】
　特許文献２には、電子棚札システムの一例である電子価格設定システム、装置および方
法について開示されている。特許文献２記載の電子価格設定システム、装置および方法に
おいては、価格ラベル情報を価格ラベル（ＰＬ）に通信する価格コントロールアプリケー
ション（ＰＣＡ）サーバと通信するように構成されている価格ラベルシステムサーバを備
える電子価格設定システムであって、該システムは、両方／すべてが該システムの個々の
価格ラベルに論理的にリンク付けされている少なくとも２つの別個の商品に関する価格情
報を更新するためのコントロール信号を生成するように設計されており、価格ラベルはコ
ントロール信号を受信し、商品ごとに価格情報を別個に表示するように設計されているこ
とを特徴とするものである。
【０００６】
　特許文献２記載の電子価格設定システム、装置および方法によれば、価格ラベル情報を
価格ラベル（ＰＬ）に通信する価格コントロールアプリケーション（ＰＣＡ）サーバと通
信するように構成されている価格ラベルシステムサーバを備えている電子価格設定システ
ム。該システムは、両方／すべてが該システムにおける個々の価格ラベルに論理的にリン
ク付けされている少なくとも２つの別個の商品に関する価格情報を更新するためにコント
ロール信号を生成するように設計されており、該価格ラベルは、該コントロール信号を受
信し、かつ商品ごとに該価格情報を別個に表示するように設計されている。
【０００７】
　特許文献３には、電子棚札システムの一例である商品陳列状況の変更時にも商品と対応
した位置に棚ラベルを電子的に移動することができる電子棚ラベルシステムについて開示
されている。特許文献３記載の電子棚ラベルシステムにおいては、物品を陳列するための
棚と、棚の前面に固定され、棚に陳列される物品のラベル情報を複数表示する表示手段と
、棚に陳列される物品を管理し、陳列される物品のラベル情報を作成し、上記表示手段の
所定の位置にラベル情報を表示する制御手段を有するものである。
【０００８】
　特許文献３記載の電子棚ラベルシステムによれば、陳列棚２０の棚段２１の前面部に、
表示部２２を設け、ここに陳列する商品の棚ラベルを表示する。表示内容は、商品名と価
格であり、商品の陳列位置が変更された時は、その位置に応じて棚ラベルの表示位置を変
更し、商品の価格が変更された時は、変更された価格を表示する。表示位置や表示内容の
変更は、コンピュータ１０によって集中管理される。
【０００９】
　特許文献４には、商品陳列棚の各段に、商品陳列棚とほぼ等しい水平方向の長さを有す
る薄型表示装置を設置し、任意の位置に商品名、商品価格等の商品に関する情報を表示す
る電子棚札システムについて開示されている。特許文献４記載の電子棚札システムにおい
ては、店舗の陳列棚に設置される表示装置と、管理コンピュータとを備えた電子棚札シス
テムであって、管理コンピュータは、棚札の形式を示す棚札タイプ情報と、商品に関する
商品情報を保持する保持手段と、商品の陳列位置に関する情報を受信する手段と、棚札タ
イプ情報と、商品情報と、受信した商品の陳列位置に関する情報を用いて、陳列商品に関
する表示指示情報を作成し、この表示指示情報を表示装置に送信する送信手段と、を有し
、表示装置は、管理コンピュータから送られる表示指示情報を受信する手段と、表示指示
情報を任意の位置に表示する表示手段と、を有することを特徴とするものである。
【００１０】
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　特許文献４記載の電子棚札システムによれば、店舗内の商品陳列棚の各段の前面に、棚
幅サイズの薄型表示装置を設置する。店員が商品改廃作業を行った後、携帯端末７に陳列
した商品の商品名、陳列向、陳列フェイス数、陳列した陳列棚番号、段番号、列番号と、
表示しようとする棚札のタイプを入力する。無線ＬＡＮを介してこれらの情報を管理コン
ピュータ３に送ると、管理コンピュータ３は予め作成された棚札タイプ管理データ、商品
情報管理データと表示指示データを用いて陳列情報管理データを作成し、薄型表示装置１
１上に陳列した商品に対応する棚札を任意の場所に自動表示する。また、棚札を表示して
いない領域に販促情報、広告等の任意表示を表示することもできる。
【００１１】
【特許文献１】特開２００４－２６５１９６号公報
【特許文献２】特表２００５－５３７５６５号公報
【特許文献３】特開平７－１７６０８号公報
【特許文献４】特開２００５－９９８８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記特許文献１によれば、一般の商品販売店舗において電子棚札と商品との対応付け作
業の作業効率を向上させることができるという効果が得られる。
【００１３】
　しかしながら、多くの商品販売店舗において、価格が同じ商品、類似した商品は、近接
した棚位置に配置されたり、ワゴン等の中に複数の商品が混ぜて陳列されたりすることが
多い。
【００１４】
　この場合、特許文献１から特許文献４に記載された電子棚札システムでは、一の商品に
対して一の電子棚札システムを設ける必要があり、商品販売店舗の作業員の作業または管
理が煩雑となる。
【００１５】
　以上の問題点に鑑み、本発明の目的は、商品販売店舗におけるＥＳＬの登録作業時間お
よびＥＳＬの使用個数を削減することができる電子棚札システムを提供することである。
　さらに、本発明の他の目的は、商品販売店舗におけるＥＳＬの登録作業時間およびＥＳ
Ｌの使用個数を削減することができ、かつ顧客に適切に価格を提示することができる電子
棚札システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
（１）
　本発明に係る電子棚札システムは、商品販売店舗における商品棚に配設された電子表示
媒体と、電子表示媒体の表示を遠隔操作する制御装置と、を含み、制御装置は、一の電子
表示媒体に同一価格情報を有する複数の商品を一括表示させる一括表示制御部を含むもの
である。
【００１７】
　本発明に係る電子棚札システムにおいては、電子表示媒体が、商品販売店舗内の商品棚
に配設される。制御装置に含まれる一括表示制御部により、同一価格情報を有する複数の
商品が一の電子表示媒体に表示される。
【００１８】
　この場合、同一価格情報を有する複数の商品を一の電子表示媒体に表示させることがで
きる。すなわち、一の商品に対して一の電子表示媒体を用いる必要がなくなり、電子表示
媒体の使用個数を削減でき、コスト低減を実現することができる。
【００１９】
（２）
　電子棚札システムにおいて、制御装置は、同一価格情報を有する複数商品の商品を特定
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する商品情報と、特定された商品情報に関する同一価格情報の１のみの価格情報と、を一
の電子表示媒体に表示させるものである。
　この場合、同一価格情報を有する複数の商品を一の電子表示媒体に表示させることがで
き、さらに、価格情報をまとめることができるので、共通する価格情報を大きく表示させ
ることができる。
【００２０】
（３）
　電子棚札システムにおいて、制御装置は、同一価格情報を有する複数商品の商品を特定
する商品情報のうち、共通する情報を１の情報として表示させ、相違する情報を列挙して
表示させるものである。
　この場合、同一価格情報を有する複数の商品を一の電子表示媒体に表示させることがで
き、さらに、商品情報のうち、共通する情報を１の情報として表示させ、相違する情報を
列挙して表示させることができるので、電子表示媒体の使用個数を削減することができる
。
【００２１】
（４）
　電子棚札システムにおいて、制御装置は、同一価格情報を有する複数商品の商品を特定
する商品情報のうち、共通する情報を１の情報として表示させ、相違する情報を纏めて表
示させるものである。
　この場合、同一価格情報を有する複数の商品を一の電子表示媒体に表示させることがで
き、さらに、商品情報のうち、共通する情報を１の情報として表示させ、相違する情報を
纏めて表示させることができるので、電子表示媒体の使用個数を削減することができる。
【００２２】
（５）
　電子棚札システムにおいて、制御装置は、同一価格情報を有していた複数の商品のうち
、少なくとも１の商品の価格情報が異なる価格情報となった場合に、一の電子表示媒体に
価格情報が不一致である旨を報知させる報知手段をさらに含むものである。
　この場合、一括表示制御部により一の電子表示媒体に表示させる商品情報の価格情報が
不一致である場合に、報知手段により一の電子表示媒体に価格情報が不一致である旨が報
知される。それにより、報知手段に価格情報が不一致である旨が表示されるので、商品販
売店舗の作業員は、容易に商品情報が不一致であることを知ることができ、電子表示媒体
の表示を再設定することができる。
【００２３】
（６）
　電子棚札システムにおいて、商品販売店舗に納入される商品の商品情報を記録する記録
手段をさらに含み、制御装置は、同一価格情報を有していた複数の商品について、改めて
記録手段に記録された商品の商品情報に含まれる価格情報を取得し、一括表示制御部によ
り一の電子表示媒体に表示させようとする複数の商品の価格情報が不一致となった場合に
、一の電子表示媒体に価格情報が不一致である旨を報知させる報知手段をさらに含んでも
よい。
　この場合、一括表示制御部により一の電子表示媒体に表示させる商品情報の価格情報が
不一致である場合に、報知手段により一の電子表示媒体に価格情報が不一致である旨が報
知される。それにより、報知手段に価格情報が不一致である旨が表示されるので、商品販
売店舗の作業員は、容易に商品情報が不一致であることを知ることができ、電子表示媒体
の表示を再設定することができる。
【００２４】
（７）
　電子棚札システムにおいて、記録手段は、ＰＯＳ（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｓａｌｅ）レジ
スターからなってもよい。
　電子表示媒体の表示は、ＰＯＳレジスターにおいて記録された商品の価格情報に基づい
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て制御装置により一致、不一致が判定されるので、商品販売店舗内の商品棚に配設された
電子表示媒体の価格と、ＰＯＳレジスターにおいて支払われる価格と、が一致する。その
結果、顧客からのクレームを防止することができる。
【００２５】
（８）　
　商品販売店舗内において使用され、制御装置と通信可能に設けられた携帯端末装置をさ
らに含み、一括表示制御部は、携帯端末装置からの信号に応じて一の電子表示媒体に同一
価格情報を有する複数の商品を一括表示させてもよい。
　この場合、携帯端末装置からの信号に応じて一括表示制御部により一の電子表示媒体に
同一価格情報を有する複数の商品を一括表示させることができる。その結果、商品販売店
舗における作業者が携帯端末装置を操作することにより、一の電子表示媒体に同一価格情
報を有する複数の商品を一括表示させることができる。
【００２６】
（９）　
　携帯端末装置は、バーコード読み取り手段を備え、制御装置は、報知手段により報知さ
れる場合において、一の電子表示媒体に商品情報を示すバーコードを表示させてもよい。
　この場合、一の電子表示媒体に商品情報を示すバーコードが表示される。携帯端末装置
に備えられたバーコード読み取り手段により当該バーコードを読み込み、商品の価格情報
を変更させることができる。その結果、作業者がＰＯＳレジスターに記録された商品価格
情報を容易に書き換えることができ、作業時間を削減することができる。
【００２７】
（１０）
　携帯端末装置は、一括表示制御部に対して、同一価格情報を有する商品を追加させるよ
うに制御指示を行うことができることが好ましい。
　この場合、作業者は、携帯端末装置を用いて、新たに同一価格情報を有する商品を容易
に追加させることができる。
【００２８】
（１１）
　制御装置は、表示部をさらに備え、報知手段により報知される場合に、当該電子表示媒
体のロケーション情報および棚位置の少なくとも一方を表示部に表示させてもよい。
　この場合、制御装置において報知手段により報知された電子表示媒体のロケーション情
報および棚位置の少なくとも一方が表示される。その結果、管理者が、不一致の状態にあ
る電子表示媒体を認識することができ、作業者に的確に指示を行い、表示価格と売価との
確実な一致を実現することができる。

【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明に係る実施の形態について説明する。図１は、電子棚札システムの一例を
示す模式的概略図である。
【００３０】
　図１に示すように、電子棚札システム１００は、ストアコントローラ２００、ＰＯＳシ
ステム２１０、送受信装置４００、表示切替器４３０、携帯情報端末４５０、ＥＳＬサー
バ５００、トランシーバ５００ａ，５００ｂおよび電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００
ｃを含む。
【００３１】
　ストアコントローラ２００、ＰＯＳシステム２１０、送受信装置４００、ＥＳＬサーバ
５００およびトランシーバ５００ａ，５００ｂは、ネットワークで接続されている。
　また、携帯情報端末（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ／以下
、ＰＤＡと呼ぶ。）４５０は、商品販売店舗内における作業者が携帯できるように形成さ
れており、送受信装置４００と赤外線通信によりデータの送受信が可能に設けられている
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。
【００３２】
　トランシーバ５００ａ，５００ｂは、商品販売店舗の電子棚札６００ａ，６００ｂ，６
００ｃと赤外線通信によりデータの送受信が可能となるように商品販売店舗の天井に設け
られている。
　また、表示切替器４３０は、商品販売店舗内における作業者が携帯できるように形成さ
れており、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃのいずれかに近接させることにより赤
外線通信で電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示の切替指示が可能なように設け
られている。
　なお、本実施の形態においては、赤外線通信に限らず、他の任意の非接触通信、無線通
信等を用いてもよい。さらに、電子棚札、トランシーバの個数を数個であることとして説
明しているが、これに限定されず、商品販売店舗の大きさおよび商品棚の個数に応じた他
の任意の数であってもよい。
【００３３】
　電子棚札システム１００では、ストアコントローラ２００およびＥＳＬサーバ５００は
、一般的なコンピュータにより構成されている。また、ストアコントローラ２００は、商
品販売店舗における最上位の制御システムとして配置され、外部ネットワークに接続可能
な機能を有する。例えば、当該機能は、商品販売店舗が系列店である場合に、当該外部ネ
ットワークを通じて本部のコンピュータと通信可能な機能である。
【００３４】
　ＰＯＳシステム２１０には、商品販売店舗における全ての商品の商品情報を記録した商
品マスタ２１１が記録される。商品マスタ２１１の商品価格情報に基づいてＰＯＳレジス
ター２１２で顧客の購入する商品の価格が算定される。
　ここで、商品マスタ２１１は、本部のコンピュータからストアコントローラ２００を介
して、またはＰＯＳシステム２１０からの指示により書き換え可能に設けられている。
【００３５】
　次に、図２は、ＥＳＬサーバ５００の概略構成の一例を示す模式図である。
【００３６】
　図２に示すように、ＥＳＬサーバ５００は、中央演算処理装置（以下、ＣＰＵと呼ぶ）
５０１、基本プログラムを記憶するＲｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ（以下ＲＯＭと呼
ぶ）５０２、演算処理の作業領域であるＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ（以
下、ＲＡＭと呼ぶ）５０３、プログラムや各種のデータファイルなどを記憶する記憶処理
部５０４、ディスプレイからなる表示部５０５、キーボードおよびマウスなどで構成され
る入力部５０６、インターフェィス（以下、Ｉ／Ｆと呼ぶ。）５２０、データ通信機能を
有する外部通信５３０からなる。
【００３７】
　また、ＥＳＬサーバ５００のＣＰＵ５０１は、Ｉ／Ｆ５２０を介してトランシーバ５０
０ａ，５００ｂから各電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに信号を送信する。ＣＰＵ
５０１は、外部通信５３０を介してストアコントローラ２００およびＰＯＳシステム２１
０とデータの送受信を行う。例えば、ＣＰＵ５０１は、外部通信５３０を介してＰＯＳシ
ステム２１０の商品マスタ２１１から商品の情報を読み取り、後述する商品情報データ５
１１に反映する。また、ＣＰＵ５０１は、Ｉ／Ｆ５２０を介してＰＤＡ４５０からの情報
を受け取り、ＰＯＳシステム２１０に商品マスタ２１１へ価格変更の情報等を送信する。
【００３８】
　次に、図３は、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの外観の一例を示す模式的外観
図であり、図４は、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの構成の一例を示す模式的構
成図である。
【００３９】
　図３に示すように、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃは、主に制御部６７０、表
示部６８０、記憶部６８１、バッテリ６８２、監視部６８３、送信部６９１および受信部
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６９２からなる。監視部６８３は、バッテリ６８２の電池容量を監視する。電子棚札６０
０ａ，６００ｂ，６００ｃは、ドットマトリクス方式の電子棚札からなり、カラー表示お
よびモノクロ表示を選択可能なものである。制御部６７０は、トランシーバ５００ａ、５
００ｂから送信部６９１を介して受け取った情報を記憶部６８１に記憶させ、表示部６８
０に表示させる。
【００４０】
　電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０には、商品の価格情報および文
字、記号、図形など各種の情報を表示することができる。
【００４１】
　次に、本実施の形態に係るＥＳＬサーバ５００の動きについて説明する。図５は、ＥＳ
Ｌサーバ５００のＣＰＵ５０１が電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃを制御する一例
を示すフローチャート図である。
【００４２】
　図５に示すように、ＣＰＵ５０１は、表示予定の電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００
ｃの装置コードを受信する（ステップＳ１）。具体的には、作業者が、表示予定の電子棚
札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０にＩＤを含むバーコードが表示され、作
業者が、ＰＤＡ４５０に内蔵されたバーコードリーダにより表示部６８０のバーコードを
読み取り送信する。それにより、ＥＳＬサーバ５００のＣＰＵ５０１が電子棚札６００ａ
，６００ｂ，６００ｃの装置コードを受信する。なお、本実施の形態においては、表示部
６８０にバーコードが表示されることとしたが、これに限定されず、バーコードを印字し
たシールを貼着させておき、そのシールのバーコードを読み取ってもよい。
【００４３】
　次に、ＣＰＵ５０１は、一の商品の商品コードを受信する（ステップＳ２）。具体的に
は、作業者が、表示予定の電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの近くの商品に付され
たバーコードをＰＤＡ４５０のバーコードリーダにより読み取り送信する。それにより、
ＥＳＬサーバ５００のＣＰＵ５０１が商品の商品コードを受信する。
【００４４】
　続いて、ＣＰＵ５０１は、他の商品の商品コードが送信されていないか判定する（ステ
ップＳ３）。具体的には、作業者が、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに一括表示
させたい商品のバーコードをＰＤＡ４５０のバーコードリーダにより読み取り送信する。
それにより、ＥＳＬサーバ５００のＣＰＵ５０１が他の商品の商品コードを受信する。一
方、所定の時間内においてＣＰＵ５０１が、さらに他の商品の商品コードが送信されてい
ないと判定した場合、ステップＳ４に移動する。
【００４５】
　ＣＰＵ５０１は、装置コードと商品コードとを対応付け、さらに、複数の商品コードを
リンクさせて商品情報データ５１１に記録させる（ステップＳ４）。商品情報データ５１
１の詳細については後述する。
【００４６】
　次いで、ＣＰＵ５０１は、リンクさせた商品情報データ５１１の複数の商品に対する価
格データの照合を行う（ステップＳ５）。この場合、ＣＰＵ５０１は、複数の商品に対す
る価格データが一致していないと判定した場合、ＣＰＵ５０１は、表示部６８０にエラー
表示を出力させる（ステップＳ７）。この表示部６８０にエラー表示を出力させる詳細に
ついては後述する。
【００４７】
　一方、ＣＰＵ５０１は、複数の商品に対する価格データが一致していると判定した場合
、ＣＰＵ５０１は、対応する装置コードの電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに複数
の商品コードの価格情報を送信させる（ステップＳ６）。それにより、電子棚札６００ａ
，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０には、制御部６７０の働きにより複数の商品の一括
表示が行われる。
【００４８】
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　なお、図５においては、当初より一の電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに複数の
商品コードの価格情報を表示させる場合について説明したが、これに限定されず、当初に
一の電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに一の商品コードの価格情報を表示させ、そ
の後、他の商品コードを追加させて一括表示させる場合でも、ステップＳ１からステップ
Ｓ７の処理を繰り返すことにより、実施することができる。
【００４９】
　次に、商品情報データ５１１の一例について説明する。図６は通常の商品情報データ５
１１の一例である商品情報データ５１１ａを示す模式図であり、図７は本実施の形態に係
る商品情報データ５１１の一例である商品情報データ５１１ｂを示す模式図である。
【００５０】
　図６および図７に示すように、商品情報データ５１１ａ，５１１ｂは、テーブル形式の
データである。商品情報データ５１１ａ，５１１ｂにおいては、各商品毎の識別番号であ
る商品コード、商品名、価格情報、販売店舗におけるロケーション情報および棚位置情報
、電子棚札の固有のハードＩＤである棚札コード、備考等が含まれる。なお、本実施の形
態においては、図６および図７に示す各情報を例示したが、これに限定されず、他の任意
の情報、例えば、発注個数情報、販売個数、特売期間、賞味期限、消費期限、等を含んで
もよい。
【００５１】
　図６に示すように、通常の商品情報データ５１１ａにおいては、棚札コードが商品ごと
に異なる。一方、図７に示すように、本実施の形態に係る商品情報データ５１１ｂにおい
ては、同一価格、同一カテゴリの商品に対して棚札コードが同一に設定（リンク付け）さ
れる。
【００５２】
　具体的には、ＣＰＵ５０１は、図６に示す商品コード“５２０３０６”商品名“イシダ
ポテトチップスうす塩”棚札コード“５５５５５５”、商品コード“５２０３０７”商品
名“イシダポテトチップスコンソメ”棚札コード“５５５５５６”、商品コード“５２０
３０８”商品名“イシダポテトチップスウメシソ”棚札コード“５５５５５７”と設定さ
れている商品情報データから、同一カテゴリ、同一価格の商品であることをステップＳ４
において確認し、図５のステップＳ５において、商品コード“５２０３０６”商品名“イ
シダポテトチップスうす塩”棚札コード“５５５５６０”、商品コード“５２０３０７”
商品名“イシダポテトチップスコンソメ”棚札コード“５５５５６０”、商品コード“５
２０３０８”商品名“イシダポテトチップスウメシソ”棚札コード“５５５５６０”を同
一の棚札コードとしてリンク付けて設定する（図７参照）。すなわち、リンク付けは、商
品名“イシダポテトチップスうす塩、コンソメ、ウメシソ”を棚札コード“５５５５６０
”に表示させることを意味する。
【００５３】
　次に、商品情報データ５１１ｂを電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに表示させた
場合ついて説明する。図８は、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０の
一例を示す図である。なお、図８に示す電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃは、電子
棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃを陳列棚（商品棚）に配設させた場合に正面から矢視
した模式図である。
【００５４】
　図８に示すように、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０には、“広
告の品、イシダポテトチップス、各種、９８円”と表示される。この場合、当該電子棚札
６００ａ，６００ｂ，６００ｃを陳列棚に配設、またはイシダポテトチップス各種を入れ
たワゴン等に配設させることにより、顧客に対して商品の価格情報を一括提示させること
ができる。
【００５５】
　また、図５のステップＳ４において価格が一致しなかった場合、ＣＰＵ５０１は、電子
棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０に以下の表示をさせてもよい。すなわ
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ち、以下の図９から図１２は、図５におけるステップＳ７の処理におけるエラー表示の一
例である。図9は、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０の一例を示す
模式図である。
【００５６】
　図９に示すように、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０には、“広
告の品、イシダポテトチップス、各種、価格は店員までご確認ください”と表示される。
この場合、イシダポテトチップス各種の商品価格が一致しない場合も考えられる。その場
合に、“各種９８円”と表示させると、顧客が“９８円”と認識して陳列棚から取得した
にもかかわらず、ＰＯＳシステム２１０のＰＯＳレジスター２１２において９８円よりも
高い価格の支払いを請求され、クレームが生じる場合がある。そのため、本実施の形態に
おいては、“価格は店員までご確認ください”と表示させることにより、当該クレームを
防止することができる。
【００５７】
　図１０は、図９に示した電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０のさら
に他の例を示す模式図である。
【００５８】
　図１０に示すように、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０には、“
広告の品、イシダポテトチップス、うすしお味９８円、コンソメ味９８円、うめしそ味１
０５円、”と表示される。この場合、個々の商品の価格情報を個々に表示させているので
、クレームを防止することができる。また、顧客に対してエラー表示であることが不明と
なり、作業者のみがエラー表示と認識することができる。また、顧客には、各商品の価格
を正確に認識することができる。
【００５９】
　次に、図１１および図１２は、図９および図１０に示した電子棚札６００ａ，６００ｂ
，６００ｃの表示部６８０のさらに他の例を示す模式図である。図１１および図１２に示
す表示部６８０は、作業者がＰＤＡ４５０を用いて電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００
ｃの表示を確認した場合に表示されるものである。
【００６０】
　図１１に示すように、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０には、“
広告の品、イシダポテトチップス、うすしお味、うすしお味の商品情報を示すバーコード
、コンソメ味、コンソメ味の商品情報を示すバーコード、うめしそ味、うめしそ味の商品
情報を示すバーコード”が表示される。また、同様に、図１２に示すように、電子棚札６
００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示部６８０には、“広告の品、イシダポテトチップス、
うすしお味、うすしお味の商品情報を示すＱＲコード、コンソメ味、コンソメ味の商品情
報を示すＱＲコード、うめしそ味、うめしそ味の商品情報を示すＱＲコード”が表示され
る。
【００６１】
　この場合、作業者は、ＰＤＡ４５０に内蔵されたバーコードリーダにより、当該バーコ
ードまたはＱＲコードを読み取り、商品情報データ５１１の価格を確認することができる
。なお、この場合において、作業者が商品情報データ５１１の書き換え権限を有する場合
には、ＰＤＡ４５０からＥＳＬサーバ５００の商品情報データ５１１の価格情報を書き換
えることができる。それにより、ＣＰＵ５０１は、価格情報の書き換えが行われた場合、
ＰＯＳシステム２１０に当該情報を送信し、ＰＯＳシステム２１０において商品マスタ２
１１の情報が書き換えられる。
【００６２】
　また、ＥＳＬサーバ５００のＣＰＵ５０１は、表示部５０５にエラー表示が行われた電
子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃのロケーション情報および棚位置を表示させてもよ
い。その結果、管理者が、表示部５０５を確認し、作業者に指示を与え、エラー表示の電
子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの表示修正を行うことができる。なお、当該表示は
、ストアコントローラ２００に設けられた表示部に表示させてもよい。
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【００６３】
　以上のように、本実施の形態においては、同一価格情報を有する複数の商品を一の電子
棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに表示させることができる。さらに、電子棚札６００
ａ，６００ｂ，６００ｃの登録作業時間を削減することができる。すなわち、一の商品に
対して一の電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃを用いる必要がなくなり、電子棚札６
００ａ，６００ｂ，６００ｃの使用個数を削減でき、コスト低減を実現することができる
。
【００６４】
　また、ＣＰＵ５０１により一の電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに表示させる商
品情報の価格情報が不一致である場合に、一の電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに
価格情報が不一致である旨が報知される。それにより、一の電子棚札６００ａ，６００ｂ
，６００ｃに価格情報が不一致である旨が表示されるので、商品販売店舗の作業員は、容
易に商品情報が不一致であることを知ることができ、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６０
０ｃの表示を再設定することができる。また、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃの
表示は、商品情報データ５１１の価格情報に基づいてＥＳＬサーバ５００により一致、不
一致が判定されるので、商品販売店舗内の商品棚に配設された電子棚札６００ａ，６００
ｂ，６００ｃの価格と、ＰＯＳレジスター２１２において支払われる価格と、が一致する
。その結果、顧客からのクレームを防止することができる。
【００６５】
　また、商品販売店舗が複数存在し、ストアコントローラ２００を介して各ＰＯＳレジス
ター２１２に対して上位の本部から価格改変情報が送られた場合であっても、ＥＳＬサー
バ５００は、商品情報データ５１１の複数の商品の価格情報について一致、不一致を確認
することができるので、その旨が電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに表示され、作
業者が容易に対応することができる。
【００６６】
　また、ＰＤＡ４５０からの信号に応じてＣＰＵ５０１により一の電子棚札６００ａ，６
００ｂ，６００ｃに同一価格情報を有する複数の商品を一括表示させることができる。そ
の結果、商品販売店舗における作業者がＰＤＡ４５０を操作することにより、一の電子棚
札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに同一価格情報を有する複数の商品を一括表示させるこ
とができる。
【００６７】
　この場合、一の電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃに商品情報を示すバーコードが
表示される。ＰＤＡ４５０に備えられたバーコードリーダにより当該バーコードまたはＱ
Ｒコードを読み込み、商品の価格情報を変更させることができる。その結果、作業者がＰ
ＯＳレジスター２１２に記録された商品価格情報を容易に書き換えることができ、作業時
間を削減することができる。
【００６８】
　この場合、作業者は、ＰＤＡ４５０を用いて、新たに同一価格情報を有する商品を容易
に追加させることができる。
【００６９】
　この場合、ＥＳＬサーバ５００の表示部５０５において電子棚札６００ａ，６００ｂ，
６００ｃにより報知された電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃのロケーション情報お
よび棚位置の少なくとも一方が表示される。その結果、管理者が、不一致の状態にある電
子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃを認識することができ、作業者に的確に指示を行い
、表示価格と売価との確実な一致を実現することができる。
【００７０】
　以上のように、本実施の形態においては、電子棚札６００ａ，６００ｂ，６００ｃが電
子表示媒体に相当し、ＥＳＬサーバ５００が制御装置に相当し、ＣＰＵ５０１が一括表示
制御部に相当し、商品ワゴンまたは陳列棚が商品棚に相当し、ＰＯＳシステム２１０およ
びＰＯＳレジスター２１２がＰＯＳレジスターに相当し、図９に示す電子棚札６００ａ，
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４５０に内蔵されたバーコードリーダがバーコード読み取り手段に相当し、バーコードま
たはＱＲコードがバーコードに相当し、ＥＳＬサーバ５００の表示部５０５またはストア
コントローラの表示部が表示部に相当する。
【００７１】
　本発明の好ましい一実施の形態は上記の通りであるが、本発明はそれだけに制限されな
い。本発明の精神と範囲から逸脱することのない様々な実施形態が他になされることは理
解されよう。さらに、本実施形態において、本発明の構成による作用および効果を述べて
いるが、これら作用および効果は、一例であり、本発明を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】電子棚札システムの一例を示す模式的概略図
【図２】ＥＳＬサーバの概略構成の一例を示す模式図
【図３】電子棚札の外観の一例を示す模式的外観図
【図４】電子棚札の構成の一例を示す模式的構成図
【図５】ＥＳＬサーバのＣＰＵが電子棚札を制御する一例を示すフローチャート図
【図６】通常の商品情報データの一例である商品情報データを示す模式図
【図７】本実施の形態に係る商品情報データの一例である商品情報データを示す模式図
【図８】電子棚札の表示部の一例を示す図
【図９】電子棚札の表示部の一例を示す模式図である
【図１０】図９に示した電子棚札の表示部のさらに他の例を示す模式図
【図１１】図９および図１０に示した電子棚札の表示部のさらに他の例を示す模式図
【図１２】図９および図１０に示した電子棚札の表示部のさらに他の例を示す模式図
【符号の説明】
【００７３】
　２１０　ＰＯＳレジシステム
　２１２　ＰＯＳレジスター
　４５０　ＰＤＡ
　５００　ＥＳＬサーバ
　５０１　ＣＰＵ
　５０５　表示部
　６００ａ，６００ｂ，６００ｃ　電子棚札
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